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令和７年度松本市総合交通戦略策定に係る基礎調査業務委託 

及び令和８年度松本市総合交通戦略策定支援業務委託 

公募型プロポーザル方式による契約候補者選定に係る募集要項 

 

１ 目的 

松本市総合交通戦略の計画年度が令和７年度に満了となるため、交通実態を調査、

分析し、現計画を評価・検証したうえで、社会情勢の変化への対応や、新技術の活用

検討を含む新たな目標、施策を設定することで、将来を見据えた交通まちづくりに戦

略的に取り組むための次期松本市総合交通戦略の策定を予定している。 

策定に要する期間と費用の縮減のため、従来の広域的な調査方法に限らず、既存デ

ータやビックデータ等を活用した中で、策定する戦略の内容を見据えた調査方法につ

いて技術提案を求めるところである。 

本募集要項は、標記の２業務を一体的な公募型プロポーザルの実施により、業務委

託の契約候補者を選定するために必要な事項を定めるものである。 

 

２ 業務概要 

⑴ 令和７年度松本市総合交通戦略策定に係る基礎調査業務委託 

ア 業務期間 

令和７年４月以降の国庫補助金交付決定後の契約日から令和８年３月１９日ま

で 

イ 業務内容 

別紙、令和７年度松本市総合交通戦略策定に係る基礎調査業務委託仕様書のと

おり 

ウ 契約限度額 

１７，４９０千円 

⑵ 令和８年度松本市総合交通戦略策定支援業務委託 

ア 業務期間 

令和８年４月以降の国庫補助金交付決定後の契約日から令和９年３月１９日ま

で 

イ 業務内容 

別紙、令和８年度松本市総合交通戦略策定支援業務委託仕様書のとおり 

ウ 契約限度額 

１５，７００千円 

 

３ 参加資格 

以下の資格を全て満たすこと。 

⑴ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項又は松本市

財務規則（昭和３年規則第１０号）第１０４条第１項の規定により入札に参加する

ことができないとされた者でないこと。 



2 

 

⑵ 公告の日において、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく会社更生

手続開始の申立て又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続

開始の申立てをしている者ではないこと。 

⑶ 松本市暴力団排除条例（平成２４年条例第３号）第２条第２号に規定する暴力団

員又は同条例第６号第１項に規定する暴力団関係者ではないこと。 

⑷ 松本市、国及び他の地方公共団体において指名停止措置を受けていないこと。 

⑸ 松本市の入札参加資格を有していない場合は、国税及び地方税に滞納がなく、社

会保険等に加入していること。 

⑹ 配置予定の管理技術者について、以下の要件を満たすこと。 

ア 技術士法第３２条第１項により登録された技術士（建設部門「都市及び地方計

画」又は総合技術監理部門「建設－都市及び地方計画」に限る）を配置する。 

イ 過去１０年間において、行政の発注する交通に係る実態調査を行ったことがあ

る、かつ、交通に係るデータに基づく分析と計画策定を行ったことがあること。 

⑺ 配置技術者は、受注者との間に直接的かつ恒常的な雇用関係（公告日以前３か月

以上の雇用）があること。 

⑻ ＩＳＭＳ、プライバシーマーク及びＪＡＰＨＩＣのいずれかを取得してい

ること。 

 

４ スケジュール 

令和６年１０月２９日（火） 公告 

１１月 ５日（火） 質問書提出期限 

１１月 ８日（金） 質問書回答期限 

１１月１３日（水） 参加表明書提出期限 

１２月 ４日（水） 企画提案書提出期限 

１２月１０日（火） 第１次審査（書類審査）※ 

１２月１７日（火） 第２次審査（ヒアリング審査） 

※ 本プロポーザル参加事業者（以下「参加事業者」という。）が６社以上の場

合、第１次審査を実施する。 

 

５ 選定方法 

⑴ 選定委員会 

契約候補者の選定に関する審査は、松本市が設置する契約候補者選定委員会が行

う。 

⑵ 第１次審査（書類審査） 

ア 開催日 

令和６年１２月１０日（火）参加事業者が６社以上の場合のみ実施する。 

イ 実施方法等 

提出された企画提案書で書類審査を行う。結果については、参加事業者全員に

通知する。 
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⑶ プレゼンテーション及びヒアリングの実施 

ア 開催日 

令和６年１２月１７日（火） 

詳細については、別途通知する。 

イ 実施方法等 

(ｱ) プレゼンテーション及びヒアリング時間の目安は、４５分とする。なお、プ

レゼンテーションは、３０分とする。 

(ｲ) プレゼンテーションは、「提案書（任意様式）」を投影し行う。 

(ｳ) プレゼンテーション及びヒアリング時における資料の追加は認めない。 

⑷ 第１次審査及び第２次審査共通事項 

ア 審査基準 

別紙、令和７年度松本市総合交通戦略策定に係る基礎調査業務委託及び令和８

年度松本市総合交通戦略策定支援業務委託プレゼンテーション及びヒアリング審

査票のとおり 

イ 評価方法 

参加事業者から提出された企画提案書、プレゼンテーション及びヒアリングの

内容について、上記アに示す審査基準に基づいて評価し、順位を決定する。 

第２次審査における第１順位の提案を行った参加事業者を契約候補者として選

定する。ただし、得点の合計が最大となる者が２者以上となった場合には選定委

員会において協議のうえ、技術評価点の高い者を契約候補者として選定する。 

ウ 失格事項 

次の要件に該当した場合は失格とする。 

(ｱ) 契約限度額を超える金額を提案した場合 

(ｲ) 技術評価点の得点率が７割に満たない場合 

(ｳ) 審査の公平性に影響を与える行為があったと認められる場合 

(ｴ) その他不正行為があったと認められる場合 

エ 選定結果の通知 

(ｱ) 選定結果は、速やかに参加事業者へ通知する。 

(ｲ) 結果について、異議の申し立ては一切認めない。 

オ 提案の再募集 

技術評価審査の時点で全参加者が失格となった場合は、参加表明のあった者を

対象に再提案を求める。 

カ 契約候補者との協議 

選定結果の通知後、契約候補者と提案書に沿って実施内容について協議を行

う。その際、協議結果に基づき、提案内容の一部を変更する場合がある。 

 

６ 質疑応答等 

⑴ 質問書提出期限 

令和６年１１月５日（火）まで（必着） 
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⑵ 提出書類 

質問書（様式第１号） 

⑶ 提出先及び方法 

以下、担当部局へ電子メールにより提出し、受信したことを電話で確認する。 

⑷ 質問書回答 

回答は、令和６年１１月８日（金）までに、質問者及び回答日において参加表明

書を提出しているすべての者に対して行い、併せて市ホームページに掲載する。 

⑸ 留意事項 

ア 軽微な確認事項を除き、電話等による質問は受け付けない。 

イ 回答は、募集要項と一体のものとして、要項と同等の効力を有するものとす

る。 

 

７ 参加表明書等の提出 

⑴ 提出締切日 

令和６年１１月１３日（水）午後５時（必着） 

⑵ 提出書類 

ア 参加表明書（様式第２号）   １部 

イ 会社経歴書（任意様式）    １部 

ウ 業務実施体制及び予定技術者の経歴（様式第３号）１部 

エ 登記事項証明書（直近３カ月以内のもの。履歴事項全部証明書又は現在事項全

部証明書）           １部（写し可） 

オ 印鑑証明書          １部（直近３カ月以内のもの。写し可） 

カ 納税証明書（直近３カ月以内のもの。）１部（写し可） 

所轄税務署発行の「消費税及び地方消費税」について未納税額のない証明及び

松本市の市税が課税されている場合には、市税を滞納していない証明 

キ 財務諸表の写し 

ク 社会保険等の加入を証する書類 １部（写し可） 

なお、令和６年度の松本市入札参加資格を有する者は、上記エからクについて

提出を省略できる。 

⑶ 提出先及び方法 

以下、担当部局へ郵送または持参により提出する。 

⑷ 参加資格確認及び結果通知 

参加表明書等の提出書類に基づき、参加資格の有無について確認し、その結果を

書面にて通知する。 

 

８ 企画提案書の提出 

⑴ 提出締切日 

令和６年１２月４日（水）午後５時（必着） 
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⑵ 提出書類 

ア 提案書類提出書（様式第４号）  

イ 企画提案書（Ａ４両面印刷、長辺２点留め）  

ウ 企画提案書の電子データを格納したＣＤまたはＤＶＤ－Ｒ 

エ 本業務に関する提案見積書（様式第５号）  

オ 見積内訳書（様式任意）  

カ 業務協力予定書（様式第６号）（共同提案を予定している場合のみ） 

提出部数は、イ 企画提案書のみ社名入り１部、社名無し１０部とする。それ

以外は、各１部とする。 

⑶ 提出先及び方法 

以下、担当部局へ郵送または持参により提出する。 

⑷ 提案書の内容 

別紙、仕様書及び審査表を参照のうえ作成すること。 

 

９ 契約手続き 

⑴ 令和７年度松本市総合交通戦略策定に係る基礎調査業務委託の契約は、令和７年

４月１日以降の国庫補助金交付決定後に契約候補者と行う。 

⑵ 令和８年度松本市総合交通戦略策定支援業務委託の契約は、令和８年４月１日以

降の国庫補助金交付決定後に行う。令和７年度業務を実施する者を随意契約の候補

者とする。 

 

10 留意事項 

⑴ 応募に係る留意事項 

ア 応募書類の取扱い 

(ｱ) 応募者の提案は１件に限る。 

(ｲ) 応募書類は理由の如何を問わず、返却しない。 

(ｳ) 参加事業者名は、契約締結後公開できるものとする。また応募書類は原則非

公開とする。 

(ｴ) 提出期限後に提出された書類の内容を変更することはできない。 

(ｵ) 松本市が必要と認める場合、追加書類の提出を求めることがある。 

(ｶ) 松本市が必要と認める場合、応募書類の提出後に、参加事業者に問合せるこ

とがある。 

イ 費用負担 

応募に関して必要となる費用は、応募者の負担とする。 

ウ 応募書類等の著作権 

応募書類等の著作権は応募者に帰属する。 

ただし、松本市は、契約候補者の決定の公表等必要な場合、応募書類の内容を

無償で使用することができるものとする。 
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エ 資料の取扱い 

松本市が提供する資料は、応募に係る検討以外の目的で使用することを禁ず

る。 

⑵ 応募書類作成に係る留意事項 

ア 原則としてＡ４サイズとする。ただし、縦横は問わない。 

イ 文字サイズは、１１ポイント以上を基本とする。 

ウ 応募書類作成の際に使用する言語は、日本語、通貨は日本円、単位は日本の標

準時及び計量法によるものとする。 

エ 記入する数字は、アラビア数字を用いる。 

【例】￥１２３，０００－ 

オ 記載事項を訂正するときは、誤字に２線を引き、上部に正書し、欄外にその旨

を明記し、押印する。ただし、金額の訂正は認めない。 

 

11 担当 

松本市交通部交通ネットワーク課（担当 三井、山﨑） 

メールアドレス koutsu-nw@city.matsumoto.lg.jp 

〒３９０－８６２０ 長野県松本市丸の内３番７号 

電 話 ０２６３―３４―３２８６ 

ＦＡＸ ０２６３－３４－３２０２ 

※ 組織改革または人事異動により担当者が変更となる場合がある。 
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